
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.1 会員は５名以上で他公民館に登録

をしていない。 

申し訳ありませんが、当公民館はご利用いた

だけません。会員は5名以上が必要です。ま

た、公民館の重複登録は禁止されています。 

Q.5 新規入会希望者がいた場合、受け

入れることができる。 

 

平塚市立地区公民館は対象地域が定められてい

るため、代表者・代理者のいずれかは地区在住

者としてください。 

はい 

いいえ 

富士見公民館の新規登録可否判断簡易フローチャート 

Q.3 講師は代表者・代理者ではない。 

（講師の家族が代表者・代理者を兼ねること

は出来ません） 

Q.4 代表者・代理者のいずれかは富士

見地区在住者である。 

会員の居住地が一番多い、または、二番

目に多い地区の公民館へご相談ください。 

「公民館利用団体登録（調査）票」を公民館へご提出

ください。審査のうえ、ご連絡いたします。 

登録は年度毎に必要となりますので、ご注意ください。 

講師主体の活動とならないよう、代表者・代理者

は会員から選出してください。 

公民館は仲間づくりの場という役割があるこ

とから、家族・知人のみでの活動は登録でき

ません。 

定員等の理由で新規入会が難しい場合は、ご

相談ください。 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

Q.2 会員の居住地の割合は富士見地区

が一番多い、または二番目に多い。 


